
［参考資料４］ 経済財政運営と改革の基本方針2025（抄）（令和７年６月13日）「「障害福祉サービス等情報公表制度の施行について」の一部改正について」の正誤及び令和８年度における障害
福祉サービス等事業者経営情報（令和７年度決算情報）の報告時期について 別紙２

※ 注１：令和８年２月より、システム上、入力する画面には、会計年度が「2025年度」と表示されますが、令和８年３月末までに「令和６年度（2024年度）決算情報」を入力してください。また、「令和７年度（2025
年度）決算情報」については、令和８年４月～６月の間に入力してください。

※ 注２：令和８年３月より、システム上、入力する画面には、会計年度が「2025年度」と表示されますが、令和８年３月末までに「令和６年度（2024年度）決算情報」を入力してください。また、「令和７年度（2025
年度）決算情報」については、令和８年４月～６月の間に入力してください。

※ 注３：令和８年１月より、システム上、入力する画面には、会計年度が「2025年度」と表示されますが、令和８年３月末までに「令和６年度（2024年度）決算情報」を入力してください。また、「令和７年度（2025
年度）決算情報」については、令和８年４月～６月の間に入力してください。

※ 注４：令和８年４月当初時点で、会計年度が「2025年度」として報告されている情報は、会計年度が「2024年度」として報告されたものとなるように、システム側で一括してデータ移行を行いますので、注１
～３において、会計年度が「2025年度」と表示されている状態であっても、「令和６年度（2024年度）決算情報」を入力し、報告期限を迎えた後は、「2024年度」に報告されたものとして扱われます。

※ 注５：注４に記載の処理を行うため、決算月が12月～２月の事業所における「令和７年度（2025年度）決算情報」の報告期間の一部が「令和６年度（2024年度）決算情報」の報告期間と重複してしまうため、
特例措置として「令和７年度（2025年度）決算情報」に限り、その報告期間を令和８年４月～６月の３月間とします。

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3  4 ※注４ 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 報告期間① 報告期間② 報告期間③
基本情報・運営情報 全法人共通 - - -

１月決算 令和７年１月決算の報告 令和８年１月決算の報告 -
２月決算 令和７年２月決算の報告 令和８年２月決算の報告 -
３月決算 令和７年３月決算の報告 令和８年３月決算の報告 -
４月決算 令和７年４月決算の報告 令和８年４月決算の報告 -
５月決算 令和７年５月決算の報告 令和８年５月決算の報告 -
６月決算 令和７年６月決算の報告 令和８年６月決算の報告 -
７月決算 令和７年７月決算の報告 令和８年７月決算の報告 -
８月決算 令和７年８月決算の報告 令和８年８月決算の報告 -
９月決算 令和７年９月決算の報告 令和８年９月決算の報告 -

１０月決算 令和７年１０月決算の報告 令和８年１０月決算の報告 -
１１月決算 令和７年１１月決算の報告 令和８年１１月決算の報告 -
１２月決算 令和６年１２月決算の報告 令和７年１２月決算の報告 令和８年１２月決算の報告
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